
広島県国民健康保険団体連合会 介護保険課です。

それでは，「ケアプランデータ連携システムについて」と題しまして，説明させてい
ただきます。
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はじめに，ケアプランデータ連携システムが構築された理由についてご説明します。
下段の二重線の囲み部分をご覧ください。

令和4年5月に，岸田首相が通所介護事業所を視察され，介護現場の職員の方と
意見交換を行われました。

その後の記者会見にて，「介護職員の負担軽減や介護サービスの質の向上のた
めにＩＣＴを活用するという視点が大変重要」と強調され，事業所同士がケアプラン
のやり取りをクラウド上で行うための情報連携基盤である「ケアプランデータ連携
システム」を今年度中に整備すると説明され，国保中央会が厚生労働省からの依
頼を受け，システムの構築・運用について行うこととなりました。
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システム活用による効果についてです。

まず業務の効率化といたしまして，期待できる削減効果例を掲げております。

記載時間の削減，転記誤りの削減，データ管理による文書量の削減，介護従事者
の事務負担の軽減等が期待でき，効率化による相乗効果としてケアの質の向上
につながると考えられます。
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費用効果についてです。

期待される効果例としては，事業所がケアプランを送付するためにかかる費用とし
て，人件費，印刷費，郵送費，交通費，通信費等のコスト削減が見込まれます。
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システムの全体概要です。

ケアプラン連携データシステムは，介護事業所に設置される「ケアプランデータ連
携クライアント」と運用センターに設置される「ケアプランデータ連携基盤」から構成
され，インターネット回線を経由し，事業所間のケアプランデータのやりとりを行う
ものです。
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利用準備フローです。

「③電子証明書の確認」についてですが，
現在利用されている場合においては特に対応はございません。

ただし，利用していない，若しくは，介護給付費の請求を代行業者に委任している
場合においては，④電子証明書の申請が必要となります。
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利用準備に関してのＱ＆Ａです。

ケアプランデータ連携システムの利用に必要な環境や手数料等について記載して
います。
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ケアプランデータ連携システムの業務フローについてです。

まず，居宅介護支援事業所が作成する，ケアプランデータの予定のデータ連携で
すが，左側の居宅介護支援事業所のケアマネジャーが

①介護ソフトを使用して，ケアプランデータを作成。そのファイルを②ケアプラン
データ連携クライアントへアップロード。③連携基盤へ送信します。

アップロードしたケアプランデータを右側の介護サービス事業所は，ケアプラン
データクライアントを操作し，④連携基盤からデータを受信，⑤受信したデータをダ
ウンロード，⑥介護ソフトに取り込み確認を行います。

この一連の作業により，介護サービス事業所におきましては，介護ソフトへ，ケア
プランデータを取り込むことでケアプランデータが自動的に反映されるので，毎月
行っている介護ソフトへの入力作業が省けるとともに，誤入力も無くなります。
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9ページとは逆の流れになり，今度は介護サービス事業所がケアプランデータの実
績を送信し，居宅介護支援事業所がデータの取り込みを行う流れとなります。
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システム稼働までのスケジュールについてです。

4月1日から利用申請の受付が開始され，同月14日以降ソフトのインストールが可
能となり，20日からシステムの利用が可能となります。
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料金についてです。

1事業所あたり（事業所番号ごとに）ライセンス料として年間２１，０００円
有効期間は１年間です。
支払方法につきましては，基本，介護給付費からの差し引き（相殺処理）とします。
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以降のページについては，「ケアプランデータ連携システムの機能」について記載
していますので，後ほどご覧ください。

毎月本会において介護給付費の審査を行っておりますが，給付管理票と明細書
の単位数の不整合エラー（査定でエラーのあるもの）は全体エラーの約4割，本会

への返戻の問い合わせにおきましては，半数以上がこのエラーによる問い合わせ
となっております。
また，現在，約8割の事業所がインターネットにて請求を行われていますが，この

ケアプランデータ連携システムが多くの事業所へ普及されれば，居宅介護支援事
業所と介護サービス事業所において，先ほど紹介したエラーは解消されるとともに，
事業所における事務負担の軽減になるものと考えております。

厚生労働省においても，『ケアプランデータ連携システムは，介護事業所・従事者
の負担軽減を実現するための強力なツールである。多くの事業所で利用されるこ
とで，その効果がさらに高まるので，システム利用について前向きに検討いただき
たい。』と言われておりますので，ぜひ，ケアプランデータ連携システムの導入を検
討していただきますよう，よろしくお願いします。

最後になりますが，インターネット請求をされていない事業所につきましては，これ
を機会に，ぜひインターネットでの請求を検討されますよう，お願いします。
本会からの説明は以上です。
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